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 私は日本学術振興会の研究事業部長を務めています。

普段は科研費全般について、科研費とはそもそも何か

といった話から始めて、科研費獲得方法のような話を

しているのですが、今日は学術定期刊行物に関してお

話しします。 

 

「研究成果公開促進費」発足の経緯と歴史 
 昨年来、文科省の科学技術・学術審議会の学術情報

基盤作業部会で、研究成果公開促進費、特に学術定期

刊行物助成をどうするかという議論を始めていただく

に当たり、昨年 10 月段階でこの制度の歴史と経緯に

ついて資料をまとめました。これを作業部会メンバー

の先生方にご認識いただいた上で、今回の案を出して

いただきました。 

 学会誌出版費補助金は昭和 22 年度から始まってお

り、かなり古い制度です。それが「研究成果公開促進

費」という名称に改められ、今は「学術定期刊行物」

「学術図書」「データベース」「研究成果公開発表」と
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講演要旨 

昭和 22 年度に学会誌出版費補助金予算が計上されて以来、文科省及び日本学術振興会による学術定期刊行物助成制度は、今

年度までずっと紙媒体による発行を前提としたものであった。今、文科省においては、来年度からこれを電子媒体を前提にし

た制度へと変えるべく、また、新たにオープンアクセスジャーナルを助成の対象とすべく、予算要求をしようとしている。文

科省と、この制度に関する審査や補助金交付を担当している日本学術振興会では、早くも今秋、各学協会に作成、提出して頂

く計画から、新たな制度案に沿ったものとして頂く予定である。日本学術振興会においても、新たな制度における審査の方法

等について検討しているところであるので、今回、その概要を披露し、参加者のご意見、ご質問を広く承りたいと考えてい

る。 
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いう 4 項目になっています。ただ、「研究成果公開発

表」はいわゆる国際学会の助成、イベントの助成で、

文科省で扱っています。その他三つについては、私ど

も学術振興会が扱っています。いろいろな条件が付い

ていますが、国民の税金を頂いているものとしてはご

理解いただけるのではないかと思います。 

 

学術定期刊行物の公募内容 
 今年度（24 年度）までの区分としては、①欧文誌、

②特定欧文総合誌、③欧文抄録を有する和文誌になっ

ています。平成 11 年の段階で、当時の文部省学術審

議会のワーキンググループから、国際的な発信を前提

に考えよという提言がありました。そこで、基本的に

理工系のジャーナルで助成を受けるものは欧文誌に限

るけれども、そうは言っても人社系では和文でなくて

はいけないことがあるだろうから、それは助成の対象

として残され、今に至っています。 

 ただ、電子化に対応するものとしては引き続き速や

かに検討するということで、応募対象経費としてはハ

ードコピーを前提とした助成システムがそのまま維持

されました。その後、文科省で何回か検討はしたよう

ですが、残念ながら予算要求の段階で電子媒体を前提

とした制度に変えるところまではいきませんでした。

このときの制度が基本的に平成 24 年度まで残ってい

ます。 

 

平成 23 年度の交付状況と交付状況の推移 
 平成 23 年度の段階で採択されたのは 110 件で、採

択率は 8 割近くなっています。これは出す方から見

ればいいことです。一般の科研費は採択率が上がった

といっても、採択率の高い種目でも大体 30％ですか

ら、それに比べればはるかに高くなっています。 

 過去 10 年間の配分額は漸減しており、件数ベース

で見ても減っています（図 1）。特に 18～19 年度あ

たりが大きく減っています。このころから、この助成

を受けたジャーナルについて、出版する学協会から業

者に発注する場合は、国の調達基準をそのまま使うこ

とが定められました。具体的には、200 万円以上の契

約をするときには競争入札するというルールが適用さ

れたことから、決まった海外の業者にまとまった発注

をする、競争入札ができない学協会では、ここの段階

で科研費への応募をやめようかという動きもあったよ

うです。さらにこの制度全体の予算も年々縮小してき

ています。 

 区分別でも見てみましょう（図 2）。特定欧文総合

誌とは、幾つかの学協会が合同して一つの欧文誌を出

（図 1） （図 2） 
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すものです。平成 11 年の段階で日本発の欧文総合誌

をプロモートしようという動きがあったために、そう

いうカテゴリーを組んだのですが、数としては非常に

少ないまま今に至っています。 

 最低配分額は 100 万円ぐらいです。最高の助成額

としては、かつては 6,000 万円台の例がありましたが、

最近では 2,000 万円程度となっています（図 3）。 

 

科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の

活用等に関する概要 
 それを受けて、審議会から 3 本の提言をいただき

ました。 

 一つ目は、「日本の学術情報発信強化の必要性」で

す。平成 11 年度の提言でも国際化を唱えていました

が、今回は特に学術情報発信強化を考えて、国際的な

ジャーナル刊行の必要性があるということで、それに

必要な経費の助成をするという提言です。具体的には、

国際発進力強化のための取り組みを各学協会で考えて

もらい、その取り組みを評価して助成するという形で

す。 

 もう一つは、「電子ジャーナルへの移行とオープン

アクセス」です。オープンアクセスへの取り組みにつ

いても特別に助成をします。審議会の部会では、研究

者、大学図書館関係者の間で、オープンアクセスを日

本でも盛り立てていかないといけないという認識があ

りました。学術振興会では科研費を受けた方々が発表

された論文を集めて無料で公開する、またはオープン

アクセスを義務づけるということは特段していないの

ですが、欧米のオープンアクセスの状況を見ると、

NIH などには、アメリカの国民や企業から、研究成

果の公開に関する圧力が日本よりかなり強いようで、

基本的に義務化されております。ヨーロッパでも、義

務化の度合いや実施状況はともかく、オープンアクセ

スをしていく動きが非常に強いので、日本においても

まずオープンアクセスの受け皿となるオープンアクセ

スジャーナル、各大学との機関リポジトリを充実させ

ようということになりました。それから、オープンア

クセスジャーナルについては、科研費の制度で特別な

枠組みをつくるべきであるというご提言でした。 

また、特に既存の形態の学術誌についても、国際情報

発信力強化の事業計画の取り組みを考えていただき、

それに対して必要な費用を助成するようにすべきで、

今までのように印刷媒体、ハードコピーを前提とした

ものに限るべきでないということになったわけです。 

 応募区分としては、もちろん欧文誌、和文誌という

カテゴリーは継続しますが、英文 100％のものをカテ

ゴリーⅠとします。人社系に関しては和文でも助成対

象として残しますが、助成額を比較的小規模にとどめ

て、それをカテゴリーⅡとします。それとは別に、オ

ープンアクセスジャーナルの新しいカテゴリーをつく

るというものです。 

 

科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の

改善案 
 以上の提言を受け、私ども学術振興会は、学術振興

会の科学研究費や特別研究員の制度を補強し、科学研

究費のプログラムオフィサーという形で審査員の選考

等に当たっていただく非常勤の研究者が 100 人ほど

集まった学術システム研究センターの先生方に、タス
（図 3） 
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クフォースをつくってもらいました。そのタスクフォ

ースで、審議会の提言を反映した制度の改正案を作る

作業をしてもらいました。本年初頭に検討された改善

案については、文科省の審議会において科研費を担当

している部会の了解をいただきました。さらに現在、

その了解を取り付けた案を基に、計画調書の様式や、

審査員になる方に参考にしていただく評定基準を作成

中です。既にタスクフォースの作業はほぼ終わって、

現在、担当の方で案を仕上げる作業をしています。 

 これを平成 25 年度の申請から活用するわけですか

ら、本来は財務省が 25 年度の予算を査定してから作

業すべきなのかもしれません。あるいはその後、国会

に提出して、予算が成立してから作業するべきなのか

もしれませんが、そうしていると本当に来年度に入っ

てしまい、来年度のジャーナルには到底間に合いませ

ん。各学協会で今年 11 月の締め切りに間に合うよう

に事業計画を作っていただくために、かなり早めに公

開しながら作業を進めています。 

 対象経費は、電子ジャーナルの流通を含む取り組み

に係る経費です。例えば人件費、外国旅費、国内旅費、

会議費、謝金などが入ります。事業期間は 5 年間で

す。ただし、これはあくまで補助金です。一般の科研

費には昨年度から基金助成金という制度ができ、一部

の種目では 5 年なら 5 年またいで交付決定できるよ

うになっています。つまり、内諾ではなくて正規の約

束を 5 年間分することが、一般の科研費基盤研究

（C）などで始まっていますが、残念ながらこれはそ

こまでいかないので、一応事業期間は 5 年なのです

が、毎年度交付決定等の手続きをさせていただきます。 

 今までの成果公開については学術定期刊行物、デー

タベース、学術図書という三つのカテゴリーがあって、

それをまとめて一つの小委員会で審査していたのです

が、今後ジャーナルに関しては別途独立した小委員会

をつくり、研究者 6 名と、出版社等で刊行業務を経

験した方 6 名で審査します。しかし、人社系・理工

系・生物系のバランスに加えて各系の中でのバランス

を取ることを考え、例えば理工系で数物、化学、工学

から各 1 名とすると、各系 3 名ずつ計 9 名が必要に

なるので、研究者は 9 名になるかもしれません。 

 応募区分は、国際情報発信強化（A）・（B）と規模

で分け、それとは別にオープンアクセス刊行支援を設

けます。助成期間全体で 2,000 万円を超えるものは国

際情報発信強化（A）、それ以外のものは国際情報発

信強化（B）とします。和文誌は基本的に（B）の方

に全部入るということになります。オープンアクセス

刊行支援は、オープンアクセスの立ち上げを支援する

というものです。従って、現在立ち上げを計画してい

るジャーナル、もしくは、ジャーナルとしては長い歴

史があるけれども、平成 23 年 9 月以降あるいは平成

27 年 10 月ごろまでにオープンアクセス化するものの

みを対象とします。また、オープンアクセスの立ち上

げというカテゴリーで助成を受けたところは、その助

成期間が終われば国際情報発信強化（A）や（B）に

回ってもらうことになるでしょう。 

 さらに、重複応募が許されています。オープンアク

セスとそれ以外のものは重複して構いません。それか

ら、実は従来の制度で今年までに複数年内約をもらっ

ている団体がありますが、それについても、経費が重

ならないという条件で重複応募をすることができます。

また、複数の団体で一つのジャーナルを作る場合には、

それと別にまた応募することができます。ただし、国

際情報発信強化（A）と（B）は重複できません。9

月公表の公募要領では、（A）と（B）は重複してはい

けないという趣旨を表で示す予定です。 

 審査の評価項目については「審査の方針」がありま

す。ジャーナルとしての目標がはっきり示されている

か、体制のグローバル化がきちんと図られるか、十分

練られているか、十分準備がなされているかといった

ことも審査される予定です。 

 具体的な指標については、今、調書の案を作ってい

るので、そこに調書の記入例を書きます。どのような

指標、どのような目標を各学協会で出せればいいのか

ということもある程度は書く予定です。外国人レフェ

リーを何パーセントぐらい入れるか、外国からどのぐ
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らいの投稿を目指すのか、全体としての投稿数をどの

ぐらい目指すのか、また、自分の団体で測定できない

数値ではあるのですが、どの程度のインパクトファク

ターを目指すのかといったことについて、各学協会と

して目標を立てて明記することができます。 

 予算額は国が毎年度決めております。それを少しず

つ増やしていこうという考えなので、例えば来年度採

択されるジャーナルのすべてを一気に 5 年間の内約

として、あとの 5 年間は原則的に新規採択をしない

というわけにはいきません。来年度から 5 年間分を

内約するのはごく一部にとどめておいて、それ以外の

ものについてはまず 1 年間のみの約束とします。そ

の後 5 年間分が内約されるジャーナルの割合を徐々

に増やしていき、5 年たった段階ですべて 5 年ずつの

内約という形になり、その後は毎年 2 割程度が更新

されていくというイメージです。図 4 の具体的な数

字については、ある程度の予算が来た場合なので、こ

れより増えるかもしれないし、減るかもしれません。

いずれにしても、平成 25 年度の採択で一気に勝敗が

つくというものではないということだけご理解くださ

い。 

 学協会対象に説明会を一回させていただいたことが

あるのですが、そこで、例えば紙媒体での刊行は継続

してもいいのかという質問が出ました。それは構いま

せんが、電子媒体を前提としてどういう改善ができる

かということで採択させていただきます。その中に紙

媒体の経費が計画の中に含まれていても構いません。 

 

 

 

（山下） 1 年目は 1 年限りの採択が多いというお話

でした。5 年間分で応募して 1 年間分の採択になった

場合、2 年目、3 年目はほぼ同じテーマで再度応募す

ることができるのでしょうか。 

 

（小山内） 1 年目に採択はされたけれども、5 年の

内約はもらえなくて単年のみという約束しかできなか

った場合には、2 年目も敗者復活で、引き続き 5 年分

の計画を作って出していただきます。そこでまた 5

年分の内約が得られない場合は、採択はされても、ま

た単年です。3 度目にまた 5 年分の計画を作って出し

ていただいて、このときは採択され、かつ 5 年分の

内約もされたとすると、この年から 5 年間は基本的

には保証されます。ただ、中間評価を 3 年目ぐらい

に行うので、そこである程度以上の評価をされないと

補助が打ち切られるかもしれませんが、そこで切られ

ない限りは計 5 年間続きますから、また 5 年ごとに

本格的に計画を練り直していただくというイメージで

す。 

 

（林） 採択は単年度か 5 年、あるいは 3 年などと

いうことはないと理解して大丈夫ですか。 

 

（小山内） 実はタスクフォースでも 2 年分や 3 年

分の内約があってもいいではないかという意見もあっ

たのですが、取りあえず分かりやすさという意味で、

1 年限りもしくは 5 年という形に限定するのがいいと

考えています。ひょっとすると財務省あたりから何か

指摘されて変わるかもしれませんが、今のところはそ

ういうイメージです。 

 

（Q1） 応募の締め切りは 11 月と伺いましたが、オ

ープンアクセスの場合はヒアリングにも呼ばれると書
（図 4） 
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いてあったと思います。ヒアリングの時期はいつごろ

でしょうか。また、お金がアクセプトされた場合には

何月から使えるようになるのでしょうか。 

 

（小山内） ヒアリングの時期についてはまだ具体的

な検討をしていません。通常、ほかの科研費でヒアリ

ングのあるものというと、特別推進研究と基盤研究

（S）という大型の科研費になりますが、大型の科研

費のヒアリングは 4 月に入ってからです。また、大

型の科研費の場合は、重複申請者のために特別推進研

究のヒアリングをしてから基盤研究（S）のヒアリン

グとしているので、かなり長引いてしまうのですが、

ここでは基本的にそういうしがらみはないので、年度

がずれたとしても 4 月中にはできるのではないかと

思います。それで内定した場合、これは大学と違って

誰かに立て替えてもらうわけにはいかないのですが、

送金はなるべく早くしたいとしか申し上げられません。

ただ、一般の科研費の送金は 6 月中旬ぐらいです。

内定後送金までの間にお金を使っていただいても構わ

ないのですが、学術振興会からの送金は早くても 6

月中旬ぐらいになってしまうだろうと思います。 

 

（林） ある程度キャッシュフローを用意しておかな

いといけないということです。 

 

（Q2） 対象とする雑誌のカテゴリーに医学は入ら

ないのでしょうか。また、国際的な発信力を高めるた

めのアクティビティであれば、人件費から会議費から

何でも出せるようですが、発信力を低めようとして行

うアクティビティはないので、結局すべてのアクティ

ビティが適合し、ほとんどすべての出費がこれで全部

カバーできるので、意味がないルールになっている気

がするのですが、いかがですか。 

 

（小山内） すべて英文でないジャーナルについては

人社系の場合のみ対象になるのですが、英文誌であれ

ばどんなカテゴリーでも応募は可能です。 

 また、経費は「何でもあり」のような説明になって

いますが、ジャーナルの改善の取り組みというのは、

当該ジャーナルを出版するのに必要なものに限定され

るので、ほかのジャーナルや、学協会そのものの運営

に使われる経費とはきちんと区分してもらう必要があ

ります。ですから、例えば人件費や事務所の借り賃を

計上する場合には、これはこのジャーナルのための事

務所であるということをきちんと切り分けておく必要

があります。そのあたりがほかの経費とごちゃごちゃ

になっていると、後で大変面倒なことになります。国

費なので、当然いろいろな書類作成や検査が入ってき

ますから、そこはそのジャーナルの改善のために必要

だったということが分かるようにしていただく必要が

あるという意味です。 

 

（Q2） 例えば学会事務局でスタッフを雇うときに、

その学会がメーンで出版している雑誌に全くスタッフ

がかかわらないということはあり得ません。結局は割

合の問題ですから、それは書類上で何とでもできると

思うのですが。 

 

（小山内） そうすると、会計検査をする側としても、

国に有利になるように解釈ができて、「そのお金は返

してください」と言われる可能性が出てきます。その

ように解釈される余地のないように分かりやすく切り

分けておいてください。 


